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ｳ） 意義・目的 
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３．意義・目的



●第三者評価の必要性● 

利用者の 

権利擁護

福祉サービスの専門性を 

利用者自身が評価しにくい

福祉制度が理解しづらい

（ 情報の非対称性）

利用者と事業者の 

対等性が確保しづらい

ｴ） 必要性

4
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４．必要性　　



高齢者・介護 障がい者・児 保育所 社会的養護

受審 任意

※地域密着型サービスは外部

評価受審が義務化

任意
努力義務

※子ども・子育て支援新制度の

施行に伴い努力義務化

義務

（３か年度に１回以上）
※「設備及び運営に関する基準」

受審率目標等 高齢者福祉サービス全体の数

値目標に加えて、養護老人ホ

ームや特養等のサービス区分

ごとの数値目標を設定する

障がい福祉サービス全体の数

値目標に加えて、サービス区

分ごとの数値目標を設定する

平成２７年度～３１年度末ま
での５年間ですべての事業者
で受審・公表を行うことを目
標とする

（日本再興戦略 2015）

全施設

（児童養護施設、乳児院、母

子生活支援施設、児童自立支

援施設、児童心理治療施設）

費用の補助 無 無 年に度の受審が可能となるよう受審

料の半額程度を公定価格の加算（上限

１５万円）として補助

３年に１回に限り、３１万１千円を

上限に措置費の第三者評価受審費加算

を算定できる

昨今の動き 「規制改革実施計画（平成２９年

６月９日閣議決定）」で、介護分

野における利用者の選択に資する

情報の提供という観点から改善す

べき事項が指摘されたことを受け

通知発出

・左記の高齢者分野での対応に即
して同様の通知を発出

・令和３年度報酬改定において、

就労継続支援Ａ型の基本報酬にス

コア方式が導入。スコア評価のつ

として「前年度末日から過去３年

以内の第三者評価の受審状況」が

盛り込まれる

保育所における自己評価ガイドラ

イン改訂（令和２年３月）

第３期受審期の１年延長

（新型コロナウイルスへの対応） 

第４期（令和４年度～）にあたり

評価基準が改定 

情報公表制度等 有
※ＷＡＭＮＥＴを活用した公表

※第三者評価の受審状況に関する項目

についてシステム改修

有
※ＷＡＭＮＥＴを活用した公表（平成

３０年９月から）

各都道府県知事は、子ども・子育て支

援法に基づき、特定教育・保育施設等

の提供する教育・保育の内容、当該施

設等の運営状況に関する情報を公表

第三者評価結果、毎年度の自己評価結

果を公表しなければならない

各分野における第三者評価に関する動向
ｱ）各分野における第三者評価事業の位置づけ 
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(２)

・令和3年度報酬改定において、
就労継続支援Ａ型の基本報酬に
スコア方式が導入。スコア評価
の１つとして「前年度末日から
過去３年以内の第三者評価の受
審状況」が盛り込まれる

５．各分野における第三者評価制度の位置づけ　　

３年に１回に限り、３１万４千円
を上限に措置費の第三者評価受審
費加算を算定できる。

令和２年度からの５年間ですべ
ての事業者で受審・公表を行う
ことを目標とする

５年に１度の受審が可能となるよ
う受審料の半額程度を公定価格の
加算（上限１５万円）として補助



各分野の評価基準ガイドライン策定状況 
〇各福祉施設・事業所（社会福祉事業）の種別等の特性や専門性を踏まえた福祉サービス・支援内容に関する付加する評価項目 

分野 事業種別 策定・改定時期

高齢者

特別養護老人ホーム
通所介護
訪問介護

平成 25 年 3月通知
平成 29年 3月通知（改定）
→令和 2年 3月 31日通知（改定）

養護老人ホーム
軽費老人ホーム

平成 29 年 3月通知
→令和 2年 3月 31日通知（改定）

障がい児・者 障がい者・児施設
平成 17年 3月通知

平成 29年 2月通知（改定）
→令和 2年 3月 31日通知（改定）

子ども・子育て

保育所

平成 17年 5月通知
平成 23年 3月通知（改定）、平成 28年 3月通知（改定）
→令和 2年 4月 1日通知（改定）

児童館
平成 18 年 8月通知
→令和 2年 9月 3日通知（改定）

放課後児童クラブ 令和 3年 3月 29日通知

社会的養護関係施設

児童養護施設
乳児院
母子生活支援施設

平成 17 年 3月通知
平成 24年 3月通知
平成 27年 2月通知（改定）、平成 30年 3月通知（改定）

令和 4年 3月 23日通知（改定）

児童心理治療施設
児童自立支援施設

平成 19年 6月通知
平成 24年 3月通知

平成 27年 2月通知（改定）、平成 30年 3月通知（改定）
令和 4年 3月 23日通知（改定）

小規模住居型児童養育事業 平成 22 年 3月通知

児童自立生活援助事業
平成 22 年 3月通知
令和 4年 3月 23日通知（改定）

更正事業
婦人保護施設 平成 18 年 6月通知

救護施設 平成 30 年 9月 20日通知
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６．各分野の評価基準ガイドライン策定状況　　　　　　　　　　　　　



社会的養護関係施設における最近の動向 

○ 第３期受審期（2018～2021 年度） 

新型コロナウイルスの状況により、事業所の訪問ができないこと等を受け、第３期に限り受審期間を１年延長 

そのほか、以下についても３年→４年に年延長 

・  更新要件（３年ごとに 10 か所以上） 

・  評価基準のおおむね３年ごとの定期的な見直し 

・  評価調査者の有効期限 

〇 第４期の事業年度は令和４（2022）年度から令和６（2024）年度 

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム版の評価基準が 

改定（令和 4年 3月 23 日付） 

【共通評価基準】 

・  都道府県社会的養育推進計画に関する内容を踏まえ、施設経営を取り巻く環境と経営状況の把握・分析、職 

 員育成の意義、地域の福祉ニーズ等を把握するための取り組みに関する内容の加筆等が行われた 

・  自立援助ホームは平成 22 年度に評価基準策定度、初めての改定。評価項目の組み替え等の見直しのほか、 

第 2種社会福祉事業であることや児童の対象年齢を超えたものも入居していること等の特性・実態を踏まえた 

言葉の置き換え、整理が行われた 

【内容評価基準】 

・  子どもの権利擁護に関連する項目の加筆、評価基準の一部に 2段階評価が用いられていたものを 3段階評価 

に修正等。自立援助ホームは、利用者からの申し込みによる入居であり、他の施設種別と異なるため、入居者 

の年齢や実態を考慮した修正が行われた 

・ 認証の更新時には、令和 4年度から始まる 3か年度毎に 6か所以上の社会的養護関係施設の評価を行っていること 

等が要件（第 3期受審期までは 10 か所以上であった要件から変更） 

・ 今年度、全国社会福祉協議会が社会的養護関係施設第三者評価機関の認証（全国で有効）を更新（有効期間：令和 6 

 年度末）、102 機関を認証（R4.12/13 現在） 
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子発0323第３号
社援発0323第30号
令和４年３月23日

各 殿

厚生労働省子ども家庭局長

（公印省略）

厚生労働省社会･援護局長

（公印省略）

社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」（以下「第三者評価指針」という。）

を踏まえながら社会的養護関係施設（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児

童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。以下同じ。）における第三者評価につい

ては、「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」（平成

３０年３月３０日付子発第0330第8号、社援発第0330第42号（以下「社会的養護関
係施設第三者評価通知」という。））により実施されているところである。

社会的養護関係施設の第三者評価基準については、社会的養護関係施設第三者評価

通知に示すとおり、概ね３年毎に定期的に見直しを行うこととしているが、今般、前

回の見直しから４年が経過することから、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組

織である全国社会福祉協議会（以下「全社協」という。）に設けられた「福祉サービス

の質の向上推進委員会」に要請し、各施設における支援の質の向上の観点から当該基

準の見直しの検討を行ったところである。

これを踏まえ、第三者評価基準の改定を行い、本通知により令和４年４月１日から

適用することとしたので、第三者評価指針のほか下記の事項に留意の上、社会的養護

関係施設の第三者評価の適切な実施にご配意願いたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言である。

記

１．第三者評価の趣旨

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７８条第１項により、「社会福祉事業

都道府県知事

指定都市市長

中核市市長

児童相談所設置市市長
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の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を

講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福

祉サービスを提供するよう努めなければならない。」こととされており、これに基

づき、福祉サービス第三者評価事業が実施されている。

福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が任意で第三者評価を受

ける仕組みであるが、社会的養護関係施設については、子どもが施設を選ぶ仕組み

ではない措置制度等であり、また、施設長による親権代行等の規定があるほか、被

虐待児が増加していること等により、施設運営の質の向上が必要である。このため、

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和２３年厚生省令第６３号）に

おいて、社会的養護関係施設については、「自らその行う業務の質の評価を行うと

ともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその

改善を図らなければならない。」旨を定め、第三者評価の受審及び自己評価並びに

それらの結果の公表を義務づけている。

これらにより、社会的養護関係施設の第三者評価は、子どもの最善の利益の実現

のために施設運営の質の向上を図ることを趣旨として実施されるものである。

２．第三者評価及び自己評価の定期的な実施

（１）社会的養護関係施設は、第三者評価指針及び本通知に基づき、第三者評価を令

和４年度から始まる３か年度毎に１回以上受審し、その結果の公表をしなければ

ならない。

（２）また、第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければ

ならない。

３．第三者評価の推進組織

①全国推進組織（全社協）

全国推進組織である全社協は、「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」

による業務に加え、社会的養護関係施設第三者評価機関の認証に関すること、社

会的養護関係施設についての第三者評価基準及び第三者評価の手法に関するこ

と、第三者評価結果の取扱いに関すること、評価調査者養成研修及び評価調査者

継続研修に関すること、その他必要な業務を行う。

②都道府県推進組織

第三者評価指針の別添１の「都道府県推進組織に関するガイドライン」による

業務に加え、本通知に定める事項に係る業務を行うことができる。

４．第三者評価基準

（１）全国共通の第三者評価基準

社会的養護関係施設の第三者評価基準については、他の福祉サービスと同様に

共通評価基準と施設種別独自の内容評価基準に分かれており、今般、別添１－１
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から別添６－４までのとおり改定したところである。

共通評価基準は、都道府県社会的養育推進計画に関する内容を踏まえ、施設経

営を取り巻く環境と経営状況の把握・分析、職員育成の意義、地域の福祉ニーズ

等を把握するための取り組みに関する内容の加筆等を行い、改定した。自立援助

ホームについては、平成２２年に評価基準を策定後、初めての改定となるため、

平成３０年に改正された全施設種別の共通の第三者評価指針の別添３の「福祉サ

ービス第三者評価基準ガイドライン」及び同通知の別添４の「福祉サービス第三

者評価基準ガイドラインにおける評価項目の判断基準に関するガイドライン」に

合わせて評価項目の組み替え等の見直しを行ったほか、自立援助ホームは第２種

社会福祉事業であることや児童の対象年齢を超えた者も入居している等の特性・

実態を踏まえた言葉の置き換え、整理を行った。

また、内容評価基準については、子どもの権利擁護に関する項目の加筆や、評

価基準の一部に２段階評価が用いられたものを３段階評価に修正する等の見直し

を行った。自立援助ホームについては、利用者からの申し込みによる入居であり、

他の施設種別と異なるため、入居者の年齢や実態を考慮した修正を行った。

（２）都道府県独自の第三者評価基準

都道府県推進組織は、（１）にかかわらず、第三者評価指針の別添１の「都道府

県推進組織に関するガイドライン」により、独自の第三者評価基準を定めること

ができる。この場合、社会的養護関係施設の施設運営指針に基づくとともに、（１）

の全国共通の第三者評価基準に基づいて定めるものとする。

（３）第三者評価基準の見直し

社会的養護関係施設の第三者評価基準については、３年に１回の第三者評価の

受審を義務づけていることを踏まえ、その実施状況を見ながら、概ね３年毎に定

期的に見直しを行うこととする。

５．第三者評価機関

（１）社会的養護関係施設第三者評価機関の認証

社会的養護関係施設第三者評価機関は、社会的養護関係施設の特質等を十分把

握し、一定以上の評価実績を積むことが必要であるため、他の都道府県など広域

で活動できることが適当である。

このため、社会的養護関係施設第三者評価機関については、全国共通の「社会

的養護関係施設第三者評価機関」の認証を受けなければならないこととし、この

認証は、次の要件により原則として全国推進組織が行い、全国において有効とす

る。

①都道府県推進組織の認証を受けている第三者評価機関にあっては、全国推進組

織である全国社会福祉協議会が実施する直近の社会的養護関係施設評価調査者

養成研修又は継続研修を受講し、修了した評価調査者が在籍していること。

②①以外の評価機関にあっては、第三者評価指針の別添２の「福祉サービス第三
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者評価機関認証ガイドライン」に掲げる要件を満たすとともに、①の要件を満

たしていること。

（２）認証の有効期間と更新

当該認証の有効期間は、令和４年度から始まる３か年度毎の年度末日までの期

間とする。

なお、認証の更新時には、令和４年度から始まる３か年度毎に６か所以上の社

会的養護関係施設の評価を行うとともに、この３か年度毎に全国推進組織が行う

研修を受講し修了した評価調査者が在籍し、適切な評価を行っていることを要件

とする。

（３）都道府県独自の認証

都道府県推進組織は、（１）にかかわらず、当該都道府県内において有効な社会

的養護関係施設第三者評価機関の認証を行うことができる。

この場合は、第三者評価指針の別添２の「福祉サービス第三者評価機関認証ガ

イドライン」に基づき、都道府県推進組織が定める認証要件を満たすとともに、

都道府県推進組織が実施する社会的養護関係施設評価調査者養成研修を受講し、

修了した評価調査者が在籍していることとする。

なお、４（２）で独自の第三者評価基準を設けている都道府県推進組織におい

て、特に必要と認める場合には、当該都道府県内の施設の第三者評価については、

当該独自の認証を受けた社会的養護関係施設第三者評価機関でなければならない

旨の取り扱いを設けることができる。

（４）評価の実施等

社会的養護関係施設第三者評価機関が社会的養護関係施設の評価を行う場合に

は、１件の第三者評価に２名以上の評価調査者が一貫して担当するものとし、い

ずれの評価調査者も、直近の社会的養護施設評価調査者養成研修又は継続研修を

受講し、修了していることが望ましいが、少なくとも１名は、これを受講し、修

了している者でなければならない。

なお、社会的養護施設評価調査者養成研修を受講していない評価調査者につい

ても、第三者評価指針の別添１の「都道府県推進組織に関するガイドライン」に

より都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し、修了した者でなけれ

ばならない。

社会的養護関係施設第三者評価機関は、毎年度、全国推進組織に対し第三者評

価事業の実績等を報告し、また、全国推進組織が第三者評価事業の適正な実施を

目的として行う調査等に協力するものとする。

６．評価調査者養成研修及び評価調査者継続研修

全国推進組織は、社会的養護関係施設評価調査者養成研修及び評価調査者継続研

修を行う。

養成研修は、①社会的養護の現状と課題、②児童養護施設の現状と第三者評価、
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③乳児院の現状と第三者評価、④児童心理治療施設の現状と第三者評価、⑤児童自

立支援施設の現状と第三者評価、⑥母子生活支援施設の現状と第三者評価、⑦社会

的養護関係施設の評価の手法のそれぞれについて、専門的知見を有する講師により、

講義・演習を行うものとする。演習科目においては、社会的養護関係施設の第三者

評価の実施に係る訪問調査や利用者調査等の実践事例等を組み入れるよう工夫を

講じること。

継続研修は、４．（３）による第三者評価基準の見直しに応じて講義・演習を行

うものとする。

なお、都道府県推進組織においても、第三者評価指針の別添６の「評価調査者養

成研修等モデルカリキュラム」を参考にして、上記の講義を加え、独自に行うこと

ができるものとする。

７．利用者調査の実施

社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんが

み、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施するものとする。

その方法及び様式については、別添７－１から別添７－９までのとおりである。

８．第三者評価結果の公表

（１）社会的養護関係施設については、第三者評価機関が評価結果を全国推進組織及

び都道府県推進組織に提出し、全国推進組織がその結果を公表するものとする。

なお、これに併せて、都道府県推進組織においても公表することができる。

（２）社会的養護関係施設の評価結果の公表は、原則として全国共通の公表様式とし、

第三者評価機関名、評価調査者研修修了番号、事業者情報、理念・基本方針、施

設の特徴的な取組、第三者評価の受審状況、総評、第三者評価結果に対する施設

のコメント、第三者評価結果（すべての評価細目ごとのa,b,cの３段階評価、第
三者評価機関の判定理由等のコメント）を記述して公表し、その様式は別添８－

１から別添８－６までのとおりである。

なお、４（２）で独自の第三者評価基準を設けている都道府県推進組織におい

ては、第三者評価指針の別添５の「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドラ

イン」に基づいて、独自の公表様式を定めて差し支えない。

９．評価の質の向上のための取組

全国推進組織においては、第三者評価機関、学識経験者及び社会的養護関係施設

の関係者の参画を得ながら、社会的養護関係施設に対する第三者評価の質の向上の

ための調査研究及び情報交換を行う組織を設ける。

１０．自己評価の実施

（１）第三者評価を受審するに当たっては、あらかじめ、第三者評価基準に基づき、

5



自己評価を行うものとする。この場合の自己評価の方法は、受審する施設と第三

者評価機関で協議し決定する。

（２）第三者評価を受審しない年度の自己評価は、その方法を当該施設で決定の上、

第三者評価基準に基づき行う。

１１．ファミリーホーム及び自立援助ホームについての第三者評価

ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）及び自立援助ホーム（児童自立

生活援助事業）の第三者評価については、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）により、受審等の努力義務が規定されているところである。

ファミリーホーム及び自立援助ホームの第三者評価の実施については、社会的養

護関係施設第三者評価機関が行うこととする。

１２．第三者評価の受審費用

社会的養護関係施設及びファミリーホーム、自立援助ホームの第三者評価の受審

費用については、３年に１回に限り、１回３１万４千円を上限に、措置費の第三者

評価受審費加算を算定することができる。
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福祉サービス第三者評価対象サービス

高 齢 者

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム（ ケアハウス）

介護保険法に定める次のサービスを

提供する施設・ 事業所

「 施設サービス」

「 居宅サービス」

「 介護予防サービス」

「 地域密着型サービス」

「 居宅介護支援」

児 童

児童養護施設

母子生活支援施設

保育所

認定こども園（ 幼稚園型を除く ）

児童地域型保育事業所

乳児院

ファミリーホーム

自立援助ホ－ム

児童心理治療施設

児童自立支援施設

放課後児童クラブ

障 が い

福祉型障害児入所施設

医療型障害児入所施設

障害児通所支援事業所

障害者支援施設

障害福祉サービス事業所

保 護 救護施設

7

別添２



島根県福祉サービス第三者評価の

実施について

令和４年１１月１５日（ 火）  

９ ３０～ 

島根県健康福祉部地域福祉課 

福祉基盤・指導監査スタッフ 

本県の取組状況について

資料２



２．島根県福祉サービス第三者評価制度の仕組み

2 1

１．島根県福祉サービス第三者評価制度の仕組み



島根県（ 推進組織） の役割

≪島根県≫

①第三者評価事業の企画立案

②評価機関の育成及び認証

③評価基準の作成及び評価手法の開発

④評価結果の公表等

⑤評価調査者の養成

⑥第三者評価事業に関する情報公開

⑦第三者評価事業の苦情解決

⑧福祉サービス第三者評価事業の普及啓発等

≪福祉サービス第三者評価推進委員会≫

学識経験者、福祉サービス利用者を代表する者及び事業者を代表する者により構成し、第三者

評価事業推進のための審議（評価機関の認証、評価基準の作成、第三者評価事業の普及啓発

等）を行う。 
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２．島根県（推進組織）の役割



本県が評価の対象とする福祉サービス 

区分 サービス種別

 高齢者 

・特別養護老人ホーム 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム（ケアハウス） 

・介護保険法に定める次のサービスを提供する施設・事業所 

  ｢施設サービス｣、｢居宅サービス｣、｢介護予防サービス｣、｢地域密着型サービス｣、｢居宅介護支援｣ 

 児 童 

・児童養護施設★ 

・母子生活支援施設★ 

・保育所 

・認定こども園（幼稚園型を除く） 

・児童地域型保育事業所 

・乳児院★ 

・ファミリーホーム 

・自立援助ホ－ム 

・児童心理治療施設★ 

・児童自立支援施設★ 

・放課後児童クラブ 

<注>★:３カ年度に１回以上の受審が義務化されている社会的養護関係施設 

（社会的養護関係施設は、全国推進組織が認証した評価機関が、全国共通の基準により評価） 

 障がい 

・福祉型障害児入所施設 

・医療型障害児入所施設 

・障害児通所支援事業所 

・障害者支援施設 

・障害福祉サービス事業所 

 保 護 ・救護施設 

3

３．評価の対象とする福祉サービス



４．認証評価機関（令和５年１月３１日現在）

名称 所在地 認証番号 認証有効期間

(有)保健情報サービス 鳥取県米子市 島根１７－０１ R2. 9. 1 ~ R5. 8.31

(有)ケアオフィス 浜田市 島根１７－０２ R2. 9. 1 ~ R5. 8.31

ＮＰＯ法人
メイアイヘルプユー

東京都品川区 島根２８－０５ R5. 1.25 ~ R8. 1.24

(株)評価基準研究所 東京都千代田区 島根Ｒ２－０７ R2. 4.13 ~ R5. 4.12

4

４．認証評価機関（令和５年１月３１日現在）



３．近年の受審状況
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５．近年の受審状況



利用者への情報提供

評価結果を公表することにより、利用者が自分のニーズに適した事業

者を選択するための有効な情報を提供する 

WAMネットで結果のすべてを公表 

県のホームページにも基本情報（※）を掲載し、ＷＡＭネットにリンク、誰

でもが『評価結果』を閲覧可能に。 

※基本情報 ： 評価年度（「評価結果確定日」の属する年度）

         種別

         施設・事業所名

         所在地（市町村名）

         確定日（ 「評価結果確定日」 ）

         評価機関

            （過去５年間に受診した基本情報も一覧で掲示） 
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６．利用者への情報提供

（過去５年間に受審した基本情報も一覧で掲示）　　　　



数値目標設定の経緯

     平成２９年６月に閣議決定された規制改革実施計画において、 

   介護分野における第三者評価について改善すべき事項の指摘 

▼ 

   全国社会福祉協議会に設けられた「福祉サービスの質の向上推 

進委員会」で検討 

▼ 

     その結果を踏まえ、厚生労働省が、高齢者福祉サービス事業所 

及び障害福祉サービス事業所における第三者評価の実施に係る留 

意事項の通知を発出 

４．受審数値目標（ 島根県）

11 7

７．受審数値目標



Ｈ３０年度に設定した数値目標

区分 R１ R２ R３

高齢者 3 4 5

障がい 1 2 3

Ｒ１～Ｒ３年度の実績

区分 R１ R２ R３

高齢者 11 6 2

障がい 7 2 1

Ｒ３年度に設定した数値目標

区分 R４ R５ R６

高齢者 3 4 5

障がい 2 3 4

・  高齢者分野におけるＲ４年度の目標値は、新型コロナの影響を踏まえＲ３年度を上回る３件とし、 

その後は前年度を上回る件数とする。 

・  障がい分野におけるＲ４年度の目標値は、新型コロナの影響を踏まえＲ３年度を上回る２件とし、 

その後は前年度を上回る件数とする。 
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令和３年度福祉サービス第三者評価推進委員会
（令和４年３月２３日）で審議、決定



■目標設定対象サービス

養護老人ホーム 1 1

特別養護老人ホーム 2 1 3

軽費老人ホーム

訪問サービス（※１） 1 1 2

通所サービス（※２） 5 1 1 7 2 2

短期入所生活介護 1 1 2

小規模多機能型居宅介護 1 1

通所リハビリテーション

居宅介護支援 2 2

複合型サービス 1 1

11 6 2 19 2 2

居宅介護 1 1 2

重度訪問介護

同行援護 1 1

行動援護

療養介護

生活介護 1 1 1 1

短期入所 1 1

自立訓練 （参考）目標設定対象外サービス

就労移行支援

就労継続支援 2 2

就労定着支援 児童養護施設 1 2 3 1

自立生活援助 母子生活支援施設 1 1

共同生活援助 1 1 1 1 乳児院 1

障害者支援施設 1 1 2 児童心理治療施設 1 1 1

児童発達支援 児童自立支援施設 1 1

放課後等デイサービス 1 1 保育所、認定こども園 5 1 5 11 6

保育所等訪問支援 7 5 5 17 9 9

相談支援 1 1

障害児入所施設

7 2 1 10 4 4 25 13 8 46 15 15

※R4は予定件数含む。

※１　訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

※２　通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

８．区分（サービス種別）ごとの受審の進捗状況

目標達
成率

計 目標R４
（見込み）

R５ R６目標計
目標達
成率

R3R元 R2

合　計　（ア＋イ＋ウ）

100% 9 44%

児
童

小　計　（ウ）

区分 サービス種別

小　計　（イ）

障
が
い
者

サービス種別区分

高
齢
者

小　計　（ア）

R４
（見込み）

R元 R2 R５ R６ 計R3 計

19 100% 12 17%
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福祉サービス第三者評価の実施と 

課題

令和４年１１月１５日（ 火）  

９ ３０～ 

島根県健康福祉部地域福祉課 

福祉基盤・指導監査スタッフ 

令和５年度の事業推進について

資料３



１ ．事業周知及び受審促進について 

令和4年度の取組み（下記）を引続き推進 

 会議等での説明・周知 

    県内すべての社会福祉法人を対象とした指導監査説明会・研修会及び介護 

保険事業者や障がい福祉関係事業者等への集団指導の際に、第三者評価の受 

審を呼び掛けた。 

 指導・監査での説明・周知 

   地域福祉課及び各事業課が実施する社会福祉法人及び社会福祉施設・事業 

  所の指導・監査の際に受審勧奨を行った。 

高齢者（一部のサービスを除く）分野及び障がい分野については、平成30 

1



年度から施設等利用者への重要事項の説明項目に「第三者評価の実施状況」 

が追加されたことに伴い、重要事項説明書に記載がない場合には記載するよう 

文書により指導することとした。 

 補助事業により整備する施設の選定の際に勘案 

   『社会福祉施設等整備費補助金（障がい児者施設）に係る施設整備方針』 

に基づく施設整備の決定に当たり、整備の優先順位付けに第三者評価の受審を 

勘案（基準点の加算）事項とした。    

 受審ステッカーの配布 

   受審済みの施設・事業所に「しまねっこ」受審ステッカーを配布し、ＰＲを 

促した。（事業所内・福祉車両貼付用、表示可能期間：３ 年又は５ 年）

2



養成・ 継続・ 更新時研修

①養成研修

評価機関における調査者としての資格を付与するために実施。評価の 

実施に必要な知識や手法等を習得。資格の有効期間は２年間

②継続研修

養成研修修了者のうち、評価業務に携わる者に対して実施。資格の有 

効期間は３年間

③更新時研修

第三者評価機関認証の更新時に当該評価機関に所属する評価調査 

者を対象に実施 

8
3

２．各種研修について

（前期：９月、後期：１０月）

※　括弧内は令和５年度の予定

（１１月）

（６月）

（１１月）

第三者評価機関の認証（有効期間は３年間）更新時に所属する　　
評価調査者に対して実施

評価機関における調査者としての資格を付与するために実施。　　
評価の実施に必要な知識や手法等を習得。資格の有効期間は
２年間

養成研修修了者のうち、評価機関に携わる者に対して実施。　　　
資格の有効期間は３年間



養成・ 継続・ 更新時研修

①養成研修

評価機関における調査者としての資格を付与するために実施。評価の 

実施に必要な知識や手法等を習得。資格の有効期間は２年間

②継続研修

養成研修修了者のうち、評価業務に携わる者に対して実施。資格の有 

効期間は３年間

③更新時研修

第三者評価機関認証の更新時に当該評価機関に所属する評価調査 

者を対象に実施 
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④指導者研修

養成・継続研修の講師就任予定者に対して、指導に必要な
知識及び技術を習得するために全国社会福祉協議会が実施。
県は、隔年で受講者の受講料及び旅費を負担。

（Ｒ４：７～８月（WEB開催））



島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領 

（趣 旨）                       

第１条 この要領は、島根県福祉サービス第三者評価事業推進要綱第４に規定する「島根

県福祉サービス第三者評価推進委員会」(以下「推進委員会」という。)の設置及び運営

に当たって必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、県が推進する福祉サービス第三者評価事業(以下「第三者評価事業」

という。)を円滑かつ適切に実施するために、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）第三者評価事業の企画立案 

（２）評価機関の育成及び認証 

（３）評価基準の作成及び評価手法の開発 

（４） 評価結果の公表等 

（５） 評価調査者の養成 

（６） 第三者評価事業に関する情報公開 

（７） 第三者評価事業に関する苦情解決 

（８） 第三者評価事業の普及啓発等 

(組 織) 

第３条 推進委員会は、次の各号に定める区分ごとに選任する委員９人で構成し、健康福

祉部長が委嘱する。 

（１）福祉、保健医療及び法律に関し学識を有する者    ３人 

（２）福祉サービス利用者を代表する者          ３人 

（３）福祉サービス提供事業者を代表する者        ３人 

２ 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、前項第１号の区分に該当する委員の中から

委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代行する。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員に欠員が生じたことにより補充された委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 



(会 議) 

第５条 推進委員会は、健康福祉部長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き議決することができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

(関係者の出席) 

第６条 推進委員会は、必要に応じ、関係者に会議への出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

(庶 務) 

第７条 推進委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において行う。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

推進委員会に諮って定める。 

 附 則 

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年３月３１日以前に任命された委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、

同日までとする。 


